
1/14 

○石垣市市民まちづくりプラン助成金交付要綱 

令和5年4月6日 

告示第63号 

(趣旨) 

第1条 この要綱は、石垣市市民まちづくりプランとして市民協働によるまちづくりの推進及

び良好な都市環境の形成に寄与する事業を実施する者に対し、予算の範囲内において、石垣

市市民まちづくりプラン助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、石垣市補

助金等交付規則(平成6年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

(助成金の額) 

第2条 助成金の額は、予算の範囲内において市長が定めるものとする。 

(対象事業の公募及び周知) 

第3条 助成金の対象となる事業(以下「助成金事業」という。)は、公募により選定するものと

する。 

2 市長は、前項の公募を行うときは、助成金事業及び当該事業を行う者(以下「助成金事業者」

という。)の要件並びに対象経費等、公募に関し必要な事項を別に定め、適切な手段により

周知するものとする。 

(応募申請) 

第4条 前条第1項の公募に対する応募申請は、石垣市市民まちづくりプラン助成金事業応募申

請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請するものとする。 

(1) 事業計画書(様式第2号) 

(2) 事業収支計画書(様式第3号) 

(3) 見積書 

(4) その他市長が必要であると認める書類 

(事業選定および選定結果の通知) 

第5条 市長は、助成金事業の選定審査を第6条に定める審査会へ付託し、その審査結果をもっ

て助成金事業の選定を行うものとする。 

2 市長は、前項の規定により助成金事業を選定したときは、その結果を石垣市市民まちづく

りプラン助成金事業選定結果通知書(様式第4号)により助成金事業者へ通知するものとする。 

(審査会の設置) 

第6条 助成金事業の選定を厳正かつ公正に行うため、石垣市市民まちづくりプラン助成金事

業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。 
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(審査会の所掌事務) 

第7条 審査会は、次の各号に掲げる事項について、審査及び協議等を行うものとする。 

(1) 助成金事業の選定 

(2) その他助成金事業に関して必要であると認める事項 

2 前項第1号の選定に係る審査基準は、別途定めるものとする。 

(令7告示77・一部改正) 

(審査会の委員等) 

第8条 審査会は、委員10名以内で組織し、次に掲げる者のうち市長が任命又は委嘱する。 

(1) 市内関係団体の役員及び職員 

(2) 市職員 

(3) その他市長が必要と認める者 

2 委員の任期は、委員に任命又は委嘱した日が属する年度末までとする。 

3 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選でこれを決める。 

4 委員長は、審査会を統括する。 

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は不在のときは、その職務を代

理する。 

(審査会の会議) 

第9条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長を務める。 

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

3 委員長は、委員が欠席の場合、当該委員の代理者の出席を認めることができる。 

(審査会の庶務) 

第10条 審査会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。 

(交付申請) 

第11条 第5条の規定により助成金事業に選定された助成金事業者は、市長が別に定める日ま

でに、規則第6条の規程に基づき、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次の書類を添えて、

市長に申請するものとする。 

(1) 第4条各号に定める書類 

(2) その他市長が必要であると認める書類 

(交付条件) 

第12条 市長は、規則第7条の規定により助成金の交付決定する場合には、規則第8条第1項の

条件を付すものとする。 

2 市長は、前項の条件のほか、規則第8条第2項の規定により、次の条件を付すものとする。 
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(1) 市長から依頼があったときは、事業の遂行の状況を報告すること。 

(2) 市が開催する事業報告会において、その成果を報告すること。 

(3) 助成金に関する書類、帳簿等は、事業の完了後から5年間保存すること。 

(4) 助成金に係る関係規程を遵守すること。 

3 市長は、前2項の条件のほかに、規則第8条第2項の規定により、必要な条件を別途付すこと

ができる。 

(交付決定の通知) 

第13条 規則第9条の交付決定通知は、石垣市補助金等交付規則の運用について(平成6年6月24

日付け石総総第1304号。以下「運用について」という。)第8項の規定に基づき、運用につい

ての別記第1の様式により通知するものとする。 

(事業計画の変更等) 

第14条 助成金事業者は、事業計画の変更等を行う場合は、石垣市市民まちづくりプラン助成

金事業変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。 

2 市長は、前項の規定による事業変更承認の申請があったときは、速やかにその内容を審査

し、その結果を助成金事業者に通知するものとする。 

3 市長は、前項の規定による承認の通知は、石垣市市民まちづくりプラン助成金事業変更承

認通知書(様式第6号)によるものとする。 

(実績報告) 

第15条 規則第14条の規定による実績報告は、事業完了後1月以内までに同条に定める補助金

等実績報告書(規則様式第4号)に次の書類を添えて行うものとする。 

(1) 事業実績報告書(様式第7号) 

(2) 事業収支精算書(様式第8号) 

(3) その他市長が必要であると認める書類 

(令7告示77・一部改正) 

(助成金の確定通知) 

第16条 規則第15条の交付確定通知は、運用について第9項の規定に基づき、運用についての

別記第2の様式により通知するものとする。 

(助成金の交付) 

第17条 規則第17条の規定に基づく助成金の交付に当たっては、助成金事業者からの助成金の

請求に基づき交付するものとする。 

2 前項の規定に基づく助成金の交付請求は、石垣市市民まちづくりプラン助成金請求書(様式

第9号)によるものとする。 
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(報告会) 

第18条 助成金事業者は、別に定めるところにより開催する報告会において、事業の実施状況

について報告するものとする。 

(委任) 

第19条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度の予算から適用する。 

附 則(令和7年告示第77号) 

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。 
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様式第1号(第4条関係) 

(令7告示77・全改) 

様式第2号(第4条関係) 

(令7告示77・全改) 

様式第3号(第4条関係) 

(令7告示77・全改) 

様式第4号(第5条関係) 

(令7告示77・全改) 

様式第5号(第14条関係) 

(令7告示77・全改) 

様式第6号(第14条関係) 

(令7告示77・全改) 

様式第7号(第15条関係) 

(令7告示77・全改) 

様式第8号(第15条関係) 

(令7告示77・全改) 

様式第9号(第17条関係) 

(令7告示77・全改) 

 


